
考えよう 子どもの人権

防ごう 子どもへの虐待
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徳島県教育委員会|よ,すべての人の基本的人権が尊重される社会づくりをめざし|

総合的な視野に立つた人権教育の推進に努めています。

この資料|ます人権教育がめざすものや人権を考える際の大切な点について,日 常|

生活のなかで理解を深めてしヽただくために作成しました。PTAや社会教育での研修
会を1よじめ1多 くの場で活用されることを願つてしヽます。          ‐

徳島県教育委員会
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「子どもの権利条約」はIす べての子どもの人権を守るための初めての

国際条約です。1989年 に国連総会で採択され,日 本は1994年 に批准

しました。この条約が生まれたことにより,世 界中の国々で子どもの人権

を守る取組が進んでいます。

で
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世界や日本にお する子どもたちを取り巻くさまざまな問題があります。子どもの権利に関するクイズ

に挑戦し 考 えてみましょう。
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酵

日本が 「子どもの権利条約J を批

准したのは 世 界で何番目?

ア  28番 目

イ  93番 目

ウ 158番 目

ア 約 2500万 人

イ 約 5①00万 人

ウ 約   ]億 人
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ア 約 4 0 0件          |

イ 約 3 0 0件          |

ウ 約 2 0 0件          |
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子どもの人権問題としては1ス トリー トテル ドレンや子ども兵士r子 どもの

労倒などがあります。それらのほわ`,最 近!子 どもへの虐待に関するニュース

がテレビや新聞などで報じられ!深 刻な社会問題となっています。子どもの人

権問題は1大 人の問題でもあります。大人自身の生き方やあり方を間うことが,

子どもの人権問題を解決する糸口にもなります。県内のある地域では=大 人も

子どもも1地 域も学校も一体となつて地元の民話を掘り起こし!劇 にして地元

の祭りで発表するなど,地 域ぐるみで子どもの人権を守り,大 人も子どもも安

心 して安全に生きていける社会をつくる取組を進めています。自分たちの地域

ではどんなことができるか`考 えてみましょう。

1惑じめよう あ なたから 人 権尊重の社会づくり



審越犠への虐待とは むりゆ

‐
徳島県申央こども費性柏款センターが対応した子どもへの虐待件数はi年 々増加傾向

に
|,|す 1子 !|｀ つ停年111後 々まで,子 どもの人格十性

停ャ成に深刻な影響
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身体的虐待

・首を絞める
。なぐる!け る

。投げ落とす

。溺れさせる
。異物を飲ませる

。戸外に閉め出す

。体を拘束する

など

ナ

性的虐待

・子どもへの性交
・性的行為の強要
・性器や性交を見せ

る

。ポル ノグラフ イ

ティの被写体に強

要する

など

鶴

ネグレクト
(育児の放棄)

。家に閉じこめる

。病気やけがをして

も病院に連れて行

かなしヽ

・適切な食事を与え

ない

。入浴,着 替えをさ

せない   な ど

れ

心理的虐待

・言葉による蕎し

・脅迫,無 視す兄弟

姉妹間の差別的な

扱しヽ

・子どもの前でDV
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自分は愛される価1直のない人間なんだ。

だから,こ んな思いをしても仕方ないんだ。

こんおめにあつのは,

僕が憲いから…

話しても

信じてもら力をい

だ3う なあ…

め どもの 昨幸樹緩 され制 直皿 椛 コよ柿 刺 掛 抑 は 韓 離 伯

分の存在を肯定する意識)が 傷つけられることから生じ,自 己イメージの歪みとなり,

対人関係の問題を生じることがあります。したがって,日 常的に子どもが元気になるよ

うな言葉をかけましょう。

自分のせいだ"

自分が憲いんだ…
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匝子どもに不自然な外傷がある。

匡極端な栄養障害や発達の遅れが見ら

れる (低身長 ・低体重)。

匝子どもの身体,衣 服が極端に不潔で

ある。

ロレ戒心が強く,手 を挙げただけで顔

や頭をかばう。

□保護者の前では硬くなり,極 端に恐

れてしヽる。

□子どもが夜遅くまで外に出てしヽたり

して,家 に帰りたがらない。

□食事に異常な執着を示す。

□理由の|よつきりしない欠席や遅刻す

早退が多しヽ。

□親族や地域の中で孤立している。

□子どもがけがを したり病気になつて

もす医者にみせようとしなしヽ。

□子どものけがにつしヽて,不 自然な説

明をする。

ロアルコールを飲んで暴れることが多

しヽ。

□子どもに体罰を力]える。

□子どもを拒否するような発言や態度

をする。

区子どもを甘やかすのはよくないと強

調する。

□小さな子どもを家に置いたまま,よ

く外出してしヽる。
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椴 物 粋緒 物 滋 れ イ

場夕どうすれば子どもへの虐行を防ぐことができるでしようか。

胴 ォ 靴 傷

響即揮
後 CAPと くしま

キ

撤 考物ヌ
物排のフ噺

CAPと くしまは 子 どもへの暴力かlD自分の身と権利を守るための具体的
rJ方

法を

子どもたちに教え 一 緒に考えることをめざし 県 下で活動しています。

CAPス ペシャリス トは 子 どもたち自身が人権意識をしっかり持ち 暴 力から自分

を守るための知識や技能 (スキリレ)を持つことを願って 各 地でワークショップ (参加型

学習)形 式による普及活動を展開してしヽます。

(CAPと くしまホームページより)

オレンジリボンには 子 ども虐待の現状を広く知らせ 子 ども虐イ寺を防止

し 虐 待を受けた子どもが幸福になれるように と いう気持ちが込められて

しヽます。このオレンジリボンを通じて!民間団体 地方公共団体 国が連携し

一体となつてキャンペーンを展開することにより 社 会全体として子ども虐

十 待を防止する機運を高めることとしています。

そゑ踏アイレゲ物 物搬鍛まつ霧椒

をク子どもを虐待する親や虐待された子どもに,どう対応すればよいでしょうか。
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虐待を受けていると思われる子どもを発見したとき よ,速 やかに市町村の児童福祉担当

課や児童相談所などの関係機関に通告する義務■」Aあります。通報者の秘密は国く守られま

す。また 虐 待通告義務 よ 専 門職にお する守秘義務よりも優先します。

徳島県中央こども女性相談センター

T E L  0 8 8 - 6 2 2 - 2 2 0 5

徳島県南部こども女性相談センター

TEL 0884-22-ア 100

徳島県西喜「こども女性相談センター

T E L  0 8 8 3 - 5 5 - 3 3 2 8
来このほおヽ 市町村にも相試窓口が設 ナられてしヽます.

緊急の場合には 最 寄りの

警察署または ]]0番 を |

警察への相訣の場合には

+9110

物 そ 物

関係法令 (一部掲載)

[世界]児 童の権利に関する条約 【平成元(1989)年 第44回 国連総会において採択】

[国 ]児 童福祉法 【平成20(2008)年 12月改正 施行】
児童虐行の防止等に関する法律 【平成20(2008)年 12月改正 施 行】

人権教育 ・啓発を進めるにあたつては,次 のような方針や計画,学 習資料

等を活用してください。

[国 ]人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 【平成12(2000)年 】
人権教育 啓発に関する基本計画 【平成]4(2002)年 】
人権教育の指導方法等の在り方について[第二次とりまとめ]【平成20(2008)年 】

[県 ]徳 島県人権教育推進方針 「平成16(2004)年 】
徳島県人権教育 啓 発に関する基本計画 【平成16(2004)年 I
人権教育指導者用手引書 『

“
あわ

“
人権学習八ンドブック』【平成19(2007)年 】

徳島県教育委員会人権教育課
088-62]-3]5511

088-62]-2885■

平成23年 3月 発行

表祇 十平成22年 度 「BこひびくとつておきのエビツードJ八 賞作品

(宿章北高等学校 吉 原 美 ほ)

差別落書きを許さない 人権のまうづくりを

1電     話
―ファクシミリ


